
2025 年度 地方創生テレワークアワード 

応募要項 

 

1. 部門 

2025 年度地方創生テレワークアワードは以下の３部門を表彰対象とします。 

 

※地方創生テレワークとは、「地方の課題解決（人口流出、雇用者数の減少、その他地域が抱える経済・

社会的な課題）及び自社等の経営課題解決の双方に資する地方でのテレワーク（サテライトオフィスの

設置、地方でのワーケーション、リモートワークの実施等）」のこと。 

 

(1)「地域課題解決プロジェクト参画」部門 

「地方創生テレワーク」の取組のうち、特に地方の地域課題解決に資する優れた取組（地域課題解決プロ

ジェクト）を実施した企業・団体・自治体を表彰します。 

 

(2)「離職防止、地方人材の採用・育成、ワーケーション推進」部門 

「地方創生テレワーク」の取組のうち、特に自社・自団体の経営課題解決に資する優れた取組（離職防止、

地方人材の採用・育成、ワーケーションの推進等）を実施した企業・団体・自治体を表彰します。 

 

(3)「地方創生テレワーク促進支援」部門 

「地方創生テレワーク」の取組のうち、「地方創生テレワーク」の促進に資する波及性のある取組（地方

の地域課題解決及び自社・自団体の経営課題解決の双方で総合的に優れた取組等）を実施した企業・団

体・自治体を表彰します。 

 

※(1)～(3)の部門において、企業・団体（自治体）と密に連携した取組を実施している自治体（企業・団

体）を連携パートナーして併せて表彰いたします。連携パートナーには、応募前に許可を得てください。

（連携パートナーなしでの応募も可） 

※同取組での重複応募は不可とします。企業、団体または自治体のいずれかの主体から応募をしてくだ

さい。 

 

2. 評価項目 

提出された資料等から、以下の評価項目に基づいて選考を行います。 

(1) 地域への効果 

(2) 自社・自団体・支援先への効果 

(3) 波及性 

(4) 官民連携 

(5) 発展性 

 

 



3. 応募要件 

(1) 応募者 

日本国内に拠点を置く事業者又は団体。但し、公序良俗に反する等、社会通念上不適切な事業者、団体は

除きます。 

(2) 応募対象・対象となる取組 

本賞の応募時点で実際に取り組んでいるものに限ります。 

(3) 応募に際しての同意 

応募に際しては、責任者（企業・団体の代表者、事業部門の責任者等）による、以下の全ての事項（a.～

h.）への同意が必要です。 

a. 提出された応募書類等は返却致しません。 

b. 提出された応募書類等に不備がある場合、審査対象から除外する場合があります。 

c. 審査の過程において、必要に応じて追加資料の提出や内容の照会をする場合があります。 

d. 受賞対象となる部門は事務局及び審査関係者にて決定致します。 

e. 審査の内容はいかなる場合においても不開示と致します。 

f. 応募要項に記載された応募要件に反する場合、応募内容に虚偽がある場合、重大な法令違反や行政処

分などが発覚した場合には、応募の受理や受賞を取り消す場合があります。 

g. 受賞者には受賞発表後、紹介用写真の提供、表彰式への登壇、本賞の広報・PR 等へのご協力をいた

だきます。 

h. 応募書類等ならびに応募・審査の過程で提供を受けた各情報は、募集・審査・表彰の目的で事務局が

使用するほか、審査関係者に限り提供する場合があります。 

 

4. 応募方法 

(1) 応募に向けての準備 

応募時に以下の情報が必要となりますので、事前にご準備ください。詳細は応募フォーム※１をご確認く

ださい。 

基本情報（企業・団体情報、担当者情報等）、取組事例の詳細※２、財務情報、関係法令遵守状況 等 

※１ Excel 版の応募フォーム(web 応募フォームと同じ内容）を適宜ご活用ください。 

※２ 取組、成果に関しての補足資料がある場合、1 ファイル（A4 サイズ 5 枚、10MB 以下）まで添付

可能です。 

 

(2) 応募 

「地方創生テレワーク」ホームページ（https://www.chisou.go.jp/chitele/award/）の web 応募フォームか

ら応募してください。 

※Excel 版の応募フォームでの受付はしていません。 

※スマートフォンやタブレットなど、ご利用の端末、OS、ブラウザによってはファイルが正しくダウン

ロードできない可能性があります。その際はお手数ですが、PC 等の異なる端末・環境から再度ダウンロ

ードをお願いします。 

 

https://www.chisou.go.jp/chitele/award/


5. 応募締切 

2025 年７月 31 日（木）まで 

 

6. 応募費用 

応募・審査に際して、手数料等はかかりません。 

 

7. お問い合わせ先 

地方創生テレワーク推進事務局「地方創生テレワークアワード」係 

E-mail：pj-remote@tohmatsu.co.jp 

 

※応募状況や、審査状況、受賞者決定前の候補者、審査結果に関するお問い合わせにはお答えできませ

ん。 

 

以上 

mailto:pj-remote@tohmatsu.co.jp

